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○京丹後市地域おこし協力隊員設置要綱 

平成２２年４月１日 

告示第８８号 

改正 平成２７年４月１日告示第８８号 

令和２年１１月３０日告示第２２１号 

（設置） 

第１条 人口減少及び高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を本市に招致し

てその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこ

し協力隊推進要綱（平成２１年３月３１日付総行応第３８号総務事務次官通知）に基づき、

京丹後市地域おこし協力隊員（以下「協力隊員」という。）を設置する。 

（任用） 

第２条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、市長が任用する。 

(1) 任用の日以後、速やかに本市の区域内に住所を定めること。 

(2) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 本市の区域内に住所を定める日の前の転出元の住所地が、離島振興法（昭和２８年

法律第７２号）、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年法律第１８９号）、山村

振興法（昭和４０年法律第６４号）、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法

律第７９号）、半島振興法（昭和６０年法律第６３号）、過疎地域自立促進特別措置

法（平成１２年法律第１５号）又は沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）

に規定する対象地域又は指定地域でない者（市長が、転出元の住所地での居住の実態

がなく、第１条の規定に適合しないと判断した場合を除く。） 

イ 本市以外の同一地域内において２年以上３年以内の協力隊員経験を有し、かつ、地

域おこし協力隊の解任の日から１年以内の者（アに該当する者を除く。） 

(3) 任用の日において１８歳以上５０歳未満の者であること。 

(4) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者である

こと。 

（任期） 

第３条 協力隊員の任期は、１年とする。ただし、３年を限度としてその任期を延長するこ

とができる。 

（身分） 

第４条 協力隊員は、京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元
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年１０月４日京丹後市条例第４８号。以下「条例」という。）第２条第２号に定める職員

とする。 

（協力隊員の協力活動） 

第５条 協力隊員の協力活動は、おおむね次の各号のいずれかに掲げるものとする。 

(1) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動 

(2) 市民活動団体の支援活動 

(3) 地域資源の発掘及び振興に関する支援活動 

(4) 農林水産業の支援活動 

(5) その他市長が必要と認める活動 

（協力隊員の遵守事項） 

第６条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めるこ

と。 

(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。 

(3) 協力活動時間外であっても本市内の行事、風習等の情報収集に努めること。 

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。 

(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届け出

ること。 

（報酬等） 

第７条 協力隊員に支給する報酬及び費用弁償は、条例の規定により、市長が別に定めた額

とする。 

（日誌及び報告書） 

第８条 協力隊員は、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌（様式第２号）に

記録しなければならない。 

２ 協力隊員は、前項の協力活動日誌を添付の上、毎月１０日までに前月分の協力活動内容

を協力活動報告書（様式第３号）により市長に報告しなければならない。 

（市の役割） 

第９条 市長は、協力隊員の行う協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行う

ものとする。 

(1) 協力隊員の行う協力活動に必要な住居、用具等の確保に関する支援 

(2) 協力隊員の年間協力活動計画の作成支援 
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(3) 協力隊員の行う協力活動に関する総合調整 

(4) 協力隊員の配属先との調整及び住民への周知 

(5) 協力隊員の行う協力活動終了後の定住支援 

(6) 前各号に定めるもののほか、協力隊員の行う協力活動に関して必要な事項 

（庶務） 

第１０条 協力隊員に関する庶務は、協力隊員の協力活動に係る事務を所管する課等におい

て処理する。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、協力隊員の協力活動に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この告示の施行の日以後最初に任用される協力隊員の任期は、第３条の規定にかかわら

ず、平成２３年３月３１日までとする。 

附 則（平成２７年４月１日告示第８８号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１１月３０日告示第２２１号） 

この告示は、令和２年１１月３０日から施行し、令和２年４月１日以後に任用された協力

隊員に適用する。 
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様式第１号（第８条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

 


